
広報びぜん有料広告掲載取扱基準 
 
（趣旨） 
第１条 この基準は、備前市有料広告掲載取扱要綱（平成１８年備前市告示 第５８号。

以下「要綱」という。）に基づき、市が発行する広報びぜんへの広告の掲載について、必

要な事項を定めるものとする。 
 
（掲載の制限） 
第２条 要綱第３条第８号に規定する広報びぜんに掲載する広告として適当でないと認め

るものは、次に掲げる広告とする。 
（１）投資的又は投機的商品の広告 
 （２）出資者又は出資金の募集広告 
 （３）霊感商法等悪質商法と認めるものの広告 
 （４）債権取立て、回収等の広告 
 （５）興信所の広告 
 （６）危険を伴う民間療法の広告 
 （７）人権を害するおそれがある広告 
（８）非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせ、又は不安を与えるおそれが 
ある広告 

（９）求人広告その他これに類する広告 
（10）不動産物件に関するもの又は宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）に 
よる登録がなされていない業者の広告 

 
（掲載の位置） 
第３条 広告の位置は、広報びぜんの紙面のうち、お知らせの下から高さ４６ミリメート

ルで、７ページ以内の枠数で市が指定した位置とする。 
 
（広告の規格） 
第４条 広告のサイズは、次のとおりとする。 

        
 
 
 
 

 
（広告掲載料） 
第５条 広告掲載料は、次のとおりとする。 

サ イ ズ 
① 縦４６ｍｍ×横１７８ｍｍ 
② 縦４６ｍｍ×横８８ｍｍ 
③ 縦４６ｍｍ×横５９ｍｍ 



          掲 載 料 金 
サイズ 

   １回分    ６回分   １２回分 
 ① ２０，０００円 ９６，０００円 １８０，０００円 
 ②  １１，０００円  ５２，８００円 ９９，０００円 
③   ８，０００円  ３８，４００円  ７２，０００円 

 
（広告の内容等） 
第６条 広告の内容、デザイン等は、広報びぜんのイメージを損なうことのないよう、広

告主と協議の上、掲載するものとする。 
２ 広告にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権の確認を行

い、著作権料が発生する場合は、広告主の負担とする。 
 
（掲載期間） 
第７条 広告の掲載期間は、１月単位とし、連続する掲載期間は最長１２月とする。ただ

し、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。 
 
（申込数） 
第８条 同一申込者が申し込める広告は、１月につき１枠限りとする。 
 
（委任） 
第９条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 
 

附 則 
 この基準は、平成１８年１１月 １日から施行する。 
 


